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平間平間･･東地区のまちづくり情報誌東地区のまちづくり情報誌 

 
 

旧年中は事業へのご協力を賜り誠にありがとうございました。  

今後も皆様とともに平間・東地区のまちづくりを進めて参りますので、よろしくお願いいたします。 

 

        東長崎土地区画整理事務所 

        所長 藤本 晃生 

            外職員一同 
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●事業費を極力抑える。 

  計画している総事業費は151億円ですが、保留地売却価格の下落や工事費などの増加により、最低

でも約32億円の収支不足が見込まれる。従って工事費が高くなる地区については事業区域から除外

する。 

● 早期完成（平成28年度目標）を図るため区域を小さくする。 

 事業の長期化は権利者の方に大きな負担となることから、早期完成を図るため、工事着手している

区域や仮換地等の指定がされている区域は継続して事業を行うが、工事未着手や仮換地等の指定

がされていないところは事業区域から除外する。 

①①  土地区画整理審議会の審議経過土地区画整理審議会の審議経過  
 平成２１年には東長崎平間・東地区土地区画整理審議会を５回開催し、１２３画地の審議を行いました。 

審議状況の位置図 

これまでに審議された画地 

第３０・３１・３２・３３・３４回で審議された画地 

現川線 

矢上町山手線 

②②  事業区域の見直しについて事業区域の見直しについて  
昭和50年に都市計画決定した東長崎地区土地区画整理事業の施行区域約750haのうち、未だ約

360haは事業化の目処が立っていない等、それぞれの地区において様々な問題を抱えている状況でありま

す。そこで「矢上地区」の検証、「平間・東地区」及び「未施行地区」の土地区画整理事業のあり方を検討す

るため「東長崎地区土地区画整理事業検討委員会」を設置し、平成21年8月に委員会から検討結果の報

告を受けました。このうち「平間・東地区」については次のような内容になっています。 

事業の早期完成と収支バランスの健全化を図るため、事業計画の抜本的見直しを進める

ことが適当であると判断される。またこの場合の手法としては、区域の見直しが最善である。 

平間・東地区土地区画整理事業見直しの基本方針 

この報告を受けて長崎市では、次のような方針で事業の見直しを行います。 

回次 開催日 審議数 

第30回 H21.2.17 １１ 

第31回 H21.4.20 ４ 

第32回 H21.7.31 ６６ 

第33回 H21.9.17 ２５ 

第34回 H21.10.20 １７ 

１２３ 合計 
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この基本方針に基づき、長崎市では事業区域の変更（案）を作成し、平成21年10月から地元説明会を開

催して皆様の意向を把握しているところです。 

なお、平成２２年３月末を目処に今後の事業方針の決定を行いたいと考えています。 
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事業区域からの除外を検討している区域 

※これは、概略図です。詳細については、お手数ですが事務所へお問い合わせ下さい。また、ご意見・

ご要望がある方もお手数ですが事務所までご連絡ください。 

平間・東地区土地区画整理事業の事業区域の変更（案） 
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１ 土地区画整理事業の必要性 

 社会情勢の変化や都市の目指すべき方向性から、住宅用地供給を主目的とした公共団体施行の土

地区画整理事業の必要性は、基本的になくなっているものと判断される。 

２ 矢上地区の検証 

 ①ハード面を中心とした都市整備では、良い評価 

 ②ソフト面を中心とした進め方や対応、まちづくり構想の不足では、悪い評価 

 ③事業の長期化は大きなマイナス要因。今後は、10年程度で完成できる規模・内容で行われるべきで

ある。 

３ 未施行地区（土地区画整理事業に着手していない地区） 

 土地区画整理事業の都市計画区域を廃止するともに、都市計画道路の見直しを行い、必要最小限の

幹線道路整備を進めることが適当であると判断される。 

４ 平間・東地区 

 事業の早期完成と収支バランスの健全化を図るため、事業計画の抜本的見直しを進めることが適当で

あると判断される。またこの場合の手法としては、区域の見直しが最善である。 

５ 東長崎地区のまちづくり 

 人口の多くは団地に住んでいるので、団地が生き残り、また矢上地区が東長崎の地域中心核となるよ

う、公共交通機関のネットワークや病院機能の充実を総合計画等の政策に位置づけ、まちづくりを進め

てほしい。 

（参考）東長崎地区土地区画整理事業検討委員会からの報告 

③③  事務所からのお知らせ事務所からのお知らせ  
●事務所の仮移転について 

東部地区公共施設建設のため、事務所は平成22年2月1日に長崎中央卸売市場管理棟１階（田中町

279番地4）に仮移転します（電話番号の変更はありません）。なお、仮移転期間は平成24年１月迄で

す。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。 

●ホームページの開設について 

東長崎地区土地区画整理事業についてホームページを開設しました。事業の概要やこれまでの「まちづ

くり・かわら版」等をご覧いただけます。 

アドレス http://www1.nagasaki.nagasaki.jp/higashikukaku/ 

東長崎土地区画整理事務所 

 〒851-0133 長崎市矢上町19番5号 （H22.2.1より〒851-0134長崎市田中町279番地4） 

  ０９５（８３９）５３８１   ０９５（８３７）１０４６ 

  higaku@city.nagasaki.lg.jp   http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/higashikukaku/ 

Copyright (C) Nagasaki City All Rights Reserved. 

未施行地区の都市計画区域の廃止についても、対象となる地元への説明を行っています。なお、平間・

東地区の事業見直しによって区域から除外された場合には、土地区画整理事業の都市計画区域も廃止す

ることになります。 


